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新型コロナウイルス感染症にかかる草津市スポーツ少年団の活動について 

 表題の件につきまして、本日、滋賀県教育委員会では「学校における『新しい生活様式』を

踏まえた学校の行動基準の『地域感染レベル』を令和４年１月１５日（土）から令和４年１

月３１日（月）までの期間、『レベル２』に引き上げることを通知されました。 

これを受けて草津市教育委員会は、各市立小中学校長あてに「部活動については、県外の

学校との交流や泊を伴う活動は不可」とする旨、通知を発出されたところです。 

つきましては、草津市スポーツ少年団では、県・市教育委員会・県スポーツ少年団と連携を

図り、子どもたちの安全・安心を最優先に考え、今後の団活動については下記のとおりとさ

せていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 ご不明な点があれば、末尾記載の事務局までお問い合わせください。 

記 

単位団の活動について 

※ 可能な限り感染症対策を行った上で、県内の対外試合・合同練習は可とします。 

※ 合宿や泊を伴う活動は不可とします。 

※ 滋賀県外との交流は不可とします。但し、主催者の判断で開催される全国大会等への出

場は、保護者の同意のもと可とします。 

※ 同居の家族に発熱等の風邪の症状がみられるときは試合や練習に参加しないよう指導

してください。 （対応については 本人及び保護者の理解を得てください。） 

※ この通知の適用期間は、１月１５日（土）から１月３１日（月）までとします。 

※ 今後の状況の変化に伴い、通知内容に変更が生じる場合は、適宜、連絡させていただき

ます。 
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